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Ⅰ．平成１４年度検討の背景及び内容
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環境に対する国民の関心の高まり 

食料・農業・農村基本法（Ｈ１１） 

土地改良法改正（Ｈ１３） 

「環境との調和への配慮に関す

る基本的考え方」 

Ｈ１４検討事項：「手引き」の内容充実 

（「ため池・農道・外来種」の検討） 

Ｈ１３ 

Ｈ１５以降 

Ⅰ．平成１４年度検討の背景及び内容 

 １．環境との調和に配慮した農業農村整備事業の実施 

（１）環境との調和への配慮に関する検討の背景と目的 

環境との調和へ配慮した事業の実施 

○「手引き」では、農村の二次的自然の特質と環境との調和に配慮した整備とするための調査計画並びに設計に関わる基本事項を示し、

地域の特性に応じ、地域自らが主体となって様々な創意工夫を行った農業農村整備事業が全国で展開されるよう取りまとめた。 

○平成１４年度においては、「ため池・農道・外来種」について検討を行い、「手引き」の内容の見直し・充実を行っていくこととする。 
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「環境との調和に配慮した事業実施のための調査計画・設

計の手引き」（調査計画の仕組み・水路の設計の検討） 

Ｈ１３ 





（３） 「田んぼの生きもの調査」の結果

○Ｈ１３年度、環境省との連携により全国２１１地区　１，０９８地点の水田、農業水路、ため池等で調査を実施し、我が国に生
　息する淡水魚約３００種のうち、約２割強にあたる７２種を確認した。
○Ｈ１４年度も昨年に引き続き、環境省と連携して調査を実施し、新たに国営事業所、水資源開発公団が調査に参加すると共に、
　カエルを調査対象に加え一般調査員の公募も予定している。

調査場所　全国の水田、農業水路、ため池等
　　　　　約１，１００地点
協力機関　都道府県・土地改良区・小学校
　　　　　こどもエコクラブ等

概　　要

《確認された魚》
・我が国に生息する淡水魚３００種のうち
　７２種（希少種を１０種含む）
《メダカの生息環境》
・流速が緩やか（時速１km以下）
・産卵するための水生植物がある
・底に土がある
・魚が移動出来る
《環境省との連携》
・調査結果を環境省の「緑の国勢調査」と
　情報交換

結　　果

・調査結果を環境との調和に配慮した、技術
指針の作成や工法に役立てる。
・地域住民が実施する環境保全や環境教育の
活動との連携を図る。

今後の展開

環境省提唱のこどもエコクラブ
や小学校と共同調査を実施

調査キットの配布及びデ－タの
取りまとめは、（社）農村環境
整備センタ－において担当

緑の国勢調査（環境省）との情報交換

■：自然環境保全基礎調査でこれまでにメダカが確認された
　　６９１メッシュ
■：田んぼの生きもの調査で新たにメダカが確認された
　　４５メッシュ

※：１メッシュ＝10km四方

メ  ダ  カ

４５メッシュで
新たにメダカを
確認

メダカの分布図





⑤　生態系に配慮した水田の整備

水
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生態系の保全に配慮した水田整備（ほ場整備、土地総等）

○排水路を屈曲させ、よどみ等を作り、
　魚類等の生息・繁殖・避難場所を確保した例

○現況の排水路や防風林を残した例 ○階段式の落差工とすることで、魚類等の
　　　　　　生息環境間の移動を可能とした例
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・生態系の実態調査・地域住民の意向調査・施設設計調査

・生態系のモニタリング調査

・講習会や研修会

モデル地区における生態系保全工法の実践
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２

専門家による指導・助言の体制の整備

生態系保全工法採用のための事前調査

３ 生態系保全工法を評価するための事後調査

４ 成果の取りまとめと普及

○モデル地区において、専門家の参画を得つつ、調査及び検討を実施し生態系の保全に配慮した工法を実践する。
○生態系に配慮した工法の成果等を活用し研修会等を開催し、生態系の保全に配慮した水田整備を加速的に定着させる。
○平成１４年度は、全国３６地区で事業を実施している。





④ＧＩＳの活用による環境に係る情報の提供

○「環境との調和への配慮」を具体化するためには、事業の計画に当たり自然環境の現状把握等が必要であり、関連する情報の収
集・整備が重要である。

○生態系等の自然環境情報や、環境との調和に配慮した事例に関する情報をデータベース化して、現在構築中の農村振興地理情報
システム（ＧＩＳ）とリンクし、環境に係る情報を提供する。

○これにより、環境に係る情報を総合的に把握するとともに共有化を図り、事業の環境との調和への配慮を効率的に推進する。

＜ＧＩＳを活用した環境に係る情報の提供フロ－図＞

背 環境に関する情報について、
・現状は、情報源が散在

景 ・データ等の収集、整理が必要

Ａ．農業農村生きもの情報マップ Ａ．高生産性優良農業地域を対象とした現地調査の実施
調

・動植物その他の自然環境に係る概況
査 ・動物の重要な種の分布、生息環境の状況データベース化

Ｂ．環境配慮事例等に関する情報 ・植物の重要な種及び群落の分布、生育環境の状況

Ｂ．既存の自然環境情報、環境配慮事例の収集・整理

＜環境情報＞
農村振興地理情報システム（ＧＩＳ） ・地形、気候、水系等の自然環境の情報
（地理情報や施設情報） ・動物、植物及び植生の状況

＜土地改良事業における事例＞
・環境調査の事例
・環境配慮の事例等

ＧＩＳの活用による環境に係る
活 情報の提供

用



②都道府県営等事業における「環境との調和への配慮」への支援 

 
○「環境との調和への配慮」を推進するためには、土地改良事業の太宗を占める都道府県営等土地改良事業における対応が重要である。 

 

○都道府県における、環境に係る知見の蓄積及び新たな調査の枠組みの早期定着の支援を実施する。 

  都道府県等 
  による調査 

土地改良法の改正に伴い、全ての土地改良事

業において「環境との調和に配慮」 自然共生・環境創造への支援 

都道府県営、団体営土地改良事業における

「環境との調和への配慮」の円滑な推進 

支援内容 
調査の実施及び解析 
①生息・生育実証把握調査・・現地調査による生物の生態の把握 
②生存環境調査・・生物の行動範囲の環境の把握 
③生態特性解析・・生息環境としての重要な区域、行動特性を推定するための解析 
④事業実施による影響の予測・・事業実施による対象種の生息状況の変化を予測 
環境対策の検討 
・土地改良事業における環境創造・環境配慮対策の技術的な検討 
環境対策技術・知見の普及 
・普及・啓発のための資料作成、研修会等の実施 

  環境に係る調査の実施 

 国による調査 

平成１４年度から都道府県の環境にかかる知見の蓄積と環境に係る調

査枠組みの早期定着への国の支援 

支援 





２．ため池
（１）自然環境に果たす役割

○ため池は、止水域における代表的な水辺であり、水田・水路とのつながりから、生物にとって独特の生息・生
育空間を作り出している。
○また、ため池内部の構造（池敷内部、特に周辺水辺の構造）や、ため池と後背地との連続性も生物の生息・生
育環境としての良し悪しに影響を与えるのではないか。

○ゆるい傾斜の地形上にある自然度の高い沿岸帯では、陸側から沖に ○草原や林と隣接する植生豊かなため池ほど、
向かって、水辺林から湿性植物、抽水植物、浮葉植物、沈水植物まで トンボの種類が多い。
多様な群落が見られ、様々なはたらきがある。

 
10 20 0 30 池岸の構造 

トンボ（成虫）の種数 
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「水辺の環境学」桜井義雄 

 

高水位 
低水位 

沿 岸 帯 水辺林と湿地の植生 沖帯 

抽水植物帯 
(ヨシ､ガマ､マコモ) 

浮葉植物帯 
(ハス､ヒルムシロ) 

沈水植物帯 
(ジュンサイ､マツモ) 

自然度の高い湖岸帯に見られる緩傾斜の地形と植物群落 

湿性植物帯 
(ノハナショウブ､ 
モウセンゴケ) 

「水辺の環境学」桜井義雄 

 ヒルムシロ 
 

ジュンサイ 

 
ヨ  シ 











（６）環境保全に向けた取り組み 
 

○三重県では、事業計画段階から事業完了後までの環境保全の内容を定めた、「農林水産公共事業等に係る環境保全対策要領」を制定

し、これに基づき、環境との調和への配慮を進めている。 
○特にため池に関しては、「ため池整備事業に係る希少生物等保全対策指針」により、調査手法や保全対策等を示している。 

 

農林水産公共事業等に係る環境保全対策要領 

環境保全検討書 

農林水産公共事業等に係る環境保全対策要領 
 農道整備事業、ほ場整備事業、かんがい排水事業、ため池整備工

事等を実施するに当たっては、「環境保全検討書」を作成することを

規定 

環境保全検討書 
 当該事業の実施予定箇所及びその周辺の環境の現況、社会的条件

や関係法令、事業計画における環境保全の内容等を記載 

ため池整備工事に係る希少生物等保全対策指針 
 季節による水位変動や池干しなどの維持管理作業に応じて、独特

の生態系を形成しているため池について、整備の際の生態系に関す

る調査や保護の標準的な方法を記載 

保 全 活 動 
 農家だけでなく地域住民を含んだ「ため池保全協議会」を設置し、

「ため池保全協定」を締結することにより、地域が一体となってた

め池の維持管理活動を推進 

ため池整備工事に係る希少生物等保全対策指針 

工 事 実 施 

計画・設計 

保 全 活 動 地域住民による維持管理活動 



ため池等整備事業「七ツ池地区 （三重県） 【ミティゲーション５原則：最小化】」

○七ツ池地区は、周辺を山林が囲む自然環境に恵まれた二重池（上池・下池）の上池を改修した。

、 、 。○当地区は 下池にヒツジグサやヒメタヌキモの群落が確認されたため 上池の工事の下池への影響を最小限にするよう配慮した

○生態系への配慮の様子

○三重県が制定した「ため池整備工事に係る希少生物等保全対策指針」

に基づき有識者とともに現地調査を実施

・博物館職員や高校教諭とともに、現地調査を実施

・現地調査は、春（５月 、夏（８月 、秋（１１月）に実施） ）

○調査により、農業用利用を廃止する下池にヒメタヌキモ（絶滅危惧種

Ⅱ類）などの希少種の生息が確認されたため、埋立等は行わず生息環

境の確保手法を検討

・新たに設置する上池の取付水路を山側に寄せることにより、下池

にかかる部分を減らし、影響を最小化

・やむを得ず上池の取付水路や仮設道路が下池の生息地に掛かる部

分については、移植を行い保護

・土のうなどで下池への濁水の流出を防止

・上池の落水時には、下池の水位が高くなるため、下池を土のうな

どで囲い、池底が乾かないように配慮

・植物の移植時期、移植方法については、有識者の指導の下決定

ヒメタヌキモ ヒツジグサ



ため池等整備事業「樫谷池地区 （兵庫県） 【ミティゲーション５原則：最小化】」
かしたに

○樫谷池地区は、３連の谷池の老朽化に伴い、その改修を行うものである。

○当該ため池では、ヒメコウホネ、メダカやカワバタモロコなどの生息が確認されたため、ため池の改修を行う際にその保全対策

を実施している。

○平面図

○生態系保全の様子

兵庫・水辺ネットワークの協力のも

と、魚類を隣接池に移動

法面保護のために堤体に施工した

張りブロックの間から植物が繁茂

○メダカ（絶滅危惧Ⅱ類）やカワバタモロコ（絶滅危惧ⅠＢ類）等の魚

類の生態を保全

・工事に伴う水抜きによって魚類に被害が及ばないよう、魚類を捕

獲し、隣接池に避難

・避難は、自然保護団体（兵庫・水辺ネットワーク）の協力の下に

実施

○ヒメコウホネ等の水生植物の生態を保全

工事に伴う水抜きによって池底が乾燥し、水生植物が死滅しない

よう仮締切を行い、湿潤状態を確保

○堤体の補強を行う際に、植生を保全

張りブロックの間に現地発生土を充填し、現況の植物の生育環

境を確保

ヒメコウホネ カワバタモロコ
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（２）環境配慮の考え方

○農道における環境配慮措置を検討する場合 「ミティゲーション（環境配慮）５原則（ 回避 「最小化 「修正 「軽減／除、 「 」、 」、 」、
去」及び「代償 ）に基づいて実施する。」

動植物の生息・生育環境から路線を離す回 避
農道の路線を検討する際、動植物が生息・生行為の全体又は一部を
育している部分を通過しないように路線計画実行しないことによ
を行うり、影響を回避

動物の移動経路に路線を通過させない最小化
動物の生息空間を路線が通過する場合におい行為の実施の程度又は
ても、動物の移動経路を通過しないように路規模を制限することに
線計画を行うより影響を最小化する

「貴重な植物群落を路線回避」回避

道路の上部又は下部に移動経路を確保修 正
動物の移動経路を路線が通過している場合、環境そのものを修復、
道路の上部又は下部に橋梁・トンネル等によ再生又は回復すること
り移動経路を確保するにより、影響を修正

動植物を一時的に移設影響の軽減／除去
農道の工事に着手する前に、生息・生育して行為期間中、環境を保

、 、護及び維持することに いる動植物や 法面の表土を一時的に移設し
工事後復旧するより、影響を軽減除去

代償施設の設置代 償
現存する同様な環境を農道施工区域外に確保代償の資源又は環境を
し、動植物を移設する置換又は提供すること

「オオサンショウウオの移動経路を確保」により、影響を代償 修正

ミ

テ

ィ

ゲ

ー

シ

ョ

ン

の

５

原

則

変更後ルート

変更前ルート

コジイ・クロキ群落



（３）環境との調和に配慮している事例

広域営農団地農道整備事業「三崎地区 （石川県） 【ミティゲーション５原則：回避】」

○三崎地区では、オオヒシクイの飛来地を守るため、農道を迂回するよう路線を変更した。
○また、別途行っているほ場整備事業で、非農用地を創設し、休息と採餌を兼ねた越冬地を創設した。

○広域農道の路線変更

オオヒシクイは警戒心が強く150ｍまで近づくと警戒や逃避し、採

餌に適さないと言われている。このため農道を迂回するように路線

を変更

○生態系保全池の設置

ほ場整備で非農用地を創設し、生態系保全池を設置。夏場は水稲

のかんがい用のため池として、冬はオオヒシクイの休息と採餌を兼

ねた越冬地として活用することとしている。

変更後ルート

変更前ルート

オオヒシクイ飛来地
Ａ＝５．０ｈａ

生態系保全池

Ａ Ｂ

Ａ

保全エリア

利活用エリア

Ｂ

生態系保全池

休耕田で採餌中のオオヒシクイ



広域営農団地農道整備事業「大野南部地区 （大分県） 【ミティゲーション５原則：回避】」

○大野南部地区では、自然林であるコジイ・クロキ群集を保全するため、路線を変更した。

○路線の変更

当初路線上に、自然林であるコジイ・クロキ群落が確認された。

この林は、この地域に多く生息するイノシシ、シカ等の生息活動エ

リアでもあり、極力影響を及ぼさないように路線の変更を行った。

変更後ルート

変更前ルート
コジイ・クロキ群落

コジイ

クロキ



広域営農団地農道整備事業「釧路東地区 （北海道） 【ミティゲーション５原則：修正】」

○釧路東地区は、タンチョウ、オオヒシクイ等生物の宝庫となっている釧路湿原に近接・通過する路線である。
○湿原生態系への影響を軽減するため、地下水対策及び緩衝緑地帯等の対策を実施した。

○緩衝緑地帯 ○プール側溝

車の騒音・ライトによる鳥類（ヒシクイ等）への影響緩和、鳥類と 農道に沿うプール側溝・横断管の設置による湿原水位の確保

車との接触事故回避のための遮蔽林の設置（2,000本） (42箇所）

○帯梢柵工 ○地下水移動工

湿地への土砂流出防止と盛土法面の安定を図るための帯梢柵工の設 旧河川跡地（水みち）は圧密回避工法（砂利置換）を採用

置 柳を立て込むことにより 境界林としての機能も持たす (14km 透水性の確保を図る （５箇所）。 、 。 ） 。





広域営農団地農道整備事業「羽咋地区 （石川県） 【ミティゲーション５原則：修正】」

○羽咋地区周辺地域では、猛禽類（ミサゴ、ハチクマ、オオタカ等）の飛来、ミサゴの営巣活動を確認している。
○切土法面部にポケット植栽工等を行い、法面の森林化を早め、鳥類のシール効果 を期待している。（道路を見えなくする）

○ポケット植栽工 ○木柵工

切土法面約16ｍ2（４ｍ×４ｍ）に１箇所設置するもので、近傍に 間伐材を利用した木柵を既存森林との緩衝部及び小段に設置し、在

ある在来種の苗（樹高：約30cm）を植栽し、早期の森林化を期待 来種の苗（樹高：約１ｍ）を植栽。小動物（カエル、ヘビ等）の移動

経路を確保し、鳥類の餌場・活動範囲の分断を防止すると共に、早期

の森林化を期待



農免農道整備事業「湯原東地区 （岡山県） 【ミティゲーション５原則：修正】」

○湯原東地区は、国指定天然記念物「オオサンショウウオ生息地」を走る路線となっている。
○オオサンショウウオの生息環境を守るため、サンショウウオブロックを設置した。

○オオサンショウウオブロックの設置

本地域は 「オオサンショウウオ生息地」に指定されているが、災、

害復旧工事の影響による三面コンクリート護岸に改修された箇所が広

く見受けられ、生息環境が悪化

農道整備の際には、河川横断箇所にオオサンショウウオの遡上ブロ

ックを設置

施工位置

山椒魚ブロック設置断面図



伐採廃材ののり面緑化事例 

 

 

 

 

 

 

  ○道路造成に付帯する法面保護工事において、植物の種子・肥料・土などを混合した植生基盤材を直接吹き付ける緑化処理工法し、周辺環境

に配慮した整備 

○植生基盤材として使用する混合材料の一部を、現地でチップ処理した伐採廃木材に代替することにより、廃棄物の処理量を低減し、環境へ

の負荷の軽減と資源の有効活用に資するとともに、工事コストが、従来の工事と比較して、約６％の直接的な工事費の縮減 

 

 チップ処理の施工状況 

 緑化基盤材吹付施工状況 

○工事で発生する伐採廃木材は、従来は廃棄物として処分されてきたが、これらの副産物を現地でチップ加工処理することによ

り、道路造成に付帯する法面保護工事（基盤吹付工）の生育基盤材として再資源化を図るなど、リサイクルを推進している。 









Ⅱ．検討事項










